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I N F O R M A T I O N

　

親
子
雪
上
ハ
イ
キ
ン
グ
を
行
い
ま
す
。

ス
ノ
ー
シ
ュ
ー
を
履
い
て
、
結
氷
し
た
赤

城
大
沼
の
湖
上
や
湖
畔
の
林
を
歩
き
な
が

ら
、
赤
城
山
の
冬
を
体
験
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

日
時
＝
２
月
24
日
㈰
午
前
９
時
30
分
〜
午

後
２
時

集
合
場
所
＝
赤
城
少
年
自
然
の
家
（
富
士

見
村
）

対
象
＝
小
中
学
生
と
そ
の
保
護
者
、
先
着

30
人

費
用
＝
一
般
１
，
２
０
０
円
、
中
学
生
以

下
９
０
０
円

申
し
込
み
＝
２
月
８
日
㈮
か
ら
同
家
☎
２

８
７
―
８
２
２
７
へ

　
「
い
き
い
き
前
橋
っ
子
は
ぐ
く
み
プ
ラ

ン
〜
前
橋
市
青
少
年
健
全
育
成
計
画
」
を

策
定
し
ま
し
た
。
未
来
の
担
い
手
で
あ
る

青
少
年
が
明
る
く
、
元
気
に
、
た
く
ま
し

く
育
つ
よ
う
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
・
行

政
が
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
た
め
の
計

画
。
こ
の
内
容
と
策
定
に
当
た
っ
て
行
っ

た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）

の
結
果
は
、市
役
所
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
、

各
支
所
・
地
区
公
民
館
、
前
橋
プ
ラ
ザ
元

気
21
の
ほ
か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲

覧
で
き
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
青
少
年
課
☎
８
９
０

―
５
８
７
４
へ
。

□
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
コ
ン
サ
ー
ト
〜
オ
ー

ボ
エ
と
弦
楽
器
の
調
べ

日
時
＝
３
月
１
日
㈯
午
後
１
時
30
分
〜
３

時
30
分

対
象
＝
一
般
、
50
人
（
抽
選
）。
２
月
13
日

㈬
午
後
１
時
に
公
開
抽
選

□
自
転
車
乗
り
練
習
会

日
時
＝
①
３
月
１
日
㈯
②
３
月
２
日
㈰
、

午
前
９
時
〜
11
時

対
象
＝
自
転
車
に
乗
れ
な
い
小
３
〜
小
６

と
そ
の
保
護
者
、
各
20
組
（
抽
選
）。
２
月

13
日
㈬
午
後
１
時
に
公
開
抽
選

★
以
上
２
つ
の
教
室
の
申
し
込
み
は
、
２

月
12
日
㈫
（
必
着
）
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ

で
（
１
家
族
１
通
）。教
室
名
・
希
望
日
（
自

転
車
乗
り
講
習
会
の
み
）・
住
所
・
氏
名
（
ふ

り
が
な
）・
学
校
名
・
学
年
（
年
齢
）・
電
話

番
号
を
明
記
し
、
〒
３
７
１
―
０
０
１
３

西
片
貝
町
五
丁
目
７
・
児
童
文
化
セ
ン
タ

ー
へ
。

□
子
ど
も
映
画
会

日
時
＝
２
月
16
日
㈯
午
後
１
時
30
分

内
容
＝
「
ひ
な
ま
つ
り
」「
新
・
泣
い
た
赤

お
に
」

□
２
月
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

日
時
＝
土
日
曜
、
午
前
11
時
、
午
後
２
時

30
分

内
容
＝
〈
テ
ー
マ
〉天
文
学
シ
リ
ー
ズ
「
オ

ー
ロ
ラ
の
な
ぞ
」〈
星
座
の
お
話
〉「
見
て
は

い
け
な
い
箱
の
中
」

　

次
に
該
当
す
る
人
で
、
ま
だ
児
童
扶
養

手
当
を
受
け
て
い
な
い
人
は
早
め
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
母
や
児
童
、
養
育
者
が
公
的
年

金
（
老
齢
福
祉
年
金
を
除
く
）
を
受
給
し

て
い
た
り
、
所
得
が
基
準
額
を
超
え
て
い

た
り
、
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
へ
入
所
し

て
い
た
り
す
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
偽
り
な
ど
の
不
正
な
手
段
で
手
当

を
受
け
た
と
き
は
法
令
で
罰
せ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

対
象
＝
次
の
①
〜
⑦
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
児
童
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
）

を
養
育
し
て
い
る
母
や
そ
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
な
ど
。
た
だ
し
、
平
成
10
年

３
月
31
日
以
前
に
支
給
要
件
に
該
当
し
て

い
た
人
は
請
求
権
が
あ
り
ま
せ
ん
。
①
父

母
が
婚
姻
（
内
縁
関
係
を
含
む
）
を
解
消

し
た
②
父
が
死
亡
し
た
③
父
が
重
度
の
障

害
（
国
民
年
金
の
障
害
等
級
１
級
程
度
）

を
持
つ
④
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
⑤

父
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
⑥
父

が
法
令
に
よ
っ
て
引
き
続
き
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る
⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い

で
懐
胎
し
た

○
…
問
い
合
わ
せ
は
児
童
家
庭
課
☎
８
９

０
―
６
２
７
７
へ
。

　

次
の
条
件
に
該
当
し
、
特
別
障
害
者
手

当
な
ど
を
申
請
し
て
い
な
い
人
は
、
総
合

福
祉
会
館
内
障
害
福
祉
課
へ
相
談
を
。
い

ず
れ
の
手
当
も
一
定
限
度
額
以
上
の
所
得

が
あ
る
人
は
支
給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

□
特
別
障
害
者
手
当

対
象
＝
在
宅
で
著
し
く
重
度
の
障
害
状
態

に
あ
る
た
め
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
介

護
が
必
要
な
20
歳
以
上
の
人
（
社
会
福
祉

施
設
へ
入
所
中
の
人
や
、
病
院
な
ど
に
３

カ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る
人
は
除
く
）

支
給
月
額
＝
２
万
６
，
４
４
０
円

□
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
＝
在
宅
で
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に

介
護
が
必
要
な
20
歳
未
満
の
人
（
社
会
福

祉
施
設
へ
入
所
中
の
人
や
、
障
害
を
事
由

と
す
る
年
金
を
受
け
て
い
る
人
は
除
く
）

支
給
月
額
＝
１
万
４
，
３
８
０
円

○
…
問
い
合
わ
せ
は
障
害
福
祉
課
☎
２
１

９
―
２
０
０
１
へ
。

　　

一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
障
害
者
の
住

宅
に
火
災
警
報
器
を
無
料
で
設
置
し
ま
す
。

取
り
付
け
る
場
所
は
寝
室
で
１
軒
に
つ
き

１
個
で
す
。
次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当

す
る
人
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

①
住
宅
用
火
災
警
報
器
が
設
置
さ
れ
て
い

な
い
。

②
本
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登
録

が
あ
る
。

③
市
民
税
が
非
課
税
。

④
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
１
級
ま
た

は
２
級
、
療
育
手
帳
の
障
害
程
度
が
Ａ
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
等
級
が
１

級
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
障
害
福
祉
課
☎
２
１

９
―
２
０
０
１
へ
。

　

４
月
か
ら
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
総
合

相
談
を
行
う
介
護
支
援
専
門
員
な
ど
を
募

集
し
ま
す
。

対
象
＝
介
護
支
援
専
門
員
、社
会
福
祉
士
、

保
健
師
、
看
護
師
、
社
会
福
祉
主
事
の
資

格
が
あ
る
人
、
若
干
人

勤
務
時
間
＝
週
40
時
間

申
し
込
み
＝
２
月
25
日
㈪
ま
で
に
履
歴
書

と
資
格
証
明
書
の
写
し
を
用
意
し
、
市
職

員
研
修
会
館
内
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
本
町
一
丁
目
☎
８
９
０
―
６
２
７
５
）
へ

直
接

　

平
成
17
年
４
月
１
日
現
在
で
、
公
務
扶

助
料
や
遺
族
年
金
な
ど
を
受
け
る
人
が
い

な
い
遺
族
へ
、
特
別
弔
慰
金
を
支
給
し
て

い
ま
す
。
３
月
31
日
㈪
ま
で
に
社
会
福
祉

課
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
は
、
前

回
受
給
し
て
ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
人
や
、

前
回
の
請
求
者
は
亡
く
な
っ
た
が
、
そ
の

き
ょ
う
だ
い
で
請
求
し
て
い
な
い
人
な
ど

で
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
☎
８
９
０
―
６

１
４
２
へ
。

□
３
月
の
日
曜
開
館
日

期
日
＝
３
月
２
日
㈰

巡
回
バ
ス
コ
ー
ス
＝
〈
早
便
〉
本
庁
東
コ

ー
ス
〈
遅
便
〉
桂
萱
コ
ー
ス

□
梅
ま
つ
り

日
時
＝
２
月
23
日
㈯
午
前
11
時

内
容
＝
原
け
い
子
歌
謡
シ
ョ
ー
、
厩
橋
Ｃ

Ｈ
Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｏ
Ｎ
倶
楽
部
な
ど

費
用
＝
65
歳
未
満
の
人
も
入
場
無
料

□
自
分
で
で
き
る
足
も
み
健
康
法

日
時
＝
２
月
13
日
㈬
午
後
１
時
〜
３
時

対
象
＝
一
般
、
先
着
20
人

用
意
す
る
物
＝
ハ
ン
ド
ク
リ
ー
ム
、
小
さ

い
タ
オ
ル

申
し
込
み
＝
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

□
２
月
の
日
曜
開
館
日

期
日
＝
２
月
17
日
㈰

巡
回
バ
ス
コ
ー
ス
＝
〈
早
便
〉
元
総
社
コ

ー
ス
〈
遅
便
〉
東
コ
ー
ス

□
初
心
者
対
象
ビ
ー
ズ
（
指
輪
）
作
り

日
時
＝
２
月
19
日
㈫
午
前
10
時
〜
正
午　

対
象
＝
一
般
、
20
人
（
抽
選
）　

費
用
＝
１
５
０
円
と
65
歳
未
満
の
人
は
入

場
料　

用
意
す
る
物
＝
ハ
ン
カ
チ　

申
し
込
み
＝
２
月
12
日
㈫
ま
で
に
往
復
ハ

ガ
キ
で
。
教
室
名
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り

が
な
）・
年
齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
明
記

し
、
〒
３
７
１
―
０
８
１
２
広
瀬
町
二
丁

目
16
・
ひ
ろ
せ
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
へ

□
浴
室
利
用
休
止

　

２
月
12
日
㈫
か
ら
３
月
12
日
㈬
ま
で
、

保
全
工
事
の
た
め
浴
室
は
利
用
で
き
ま
せ

ん
。

□
２
月
の
日
曜
開
館
日

期
日
＝
２
月
10
日
㈰

巡
回
バ
ス
コ
ー
ス
＝
城
南
南
部
・
駒
形
・

上
川
淵
・
下
川
淵
コ
ー
ス

ご
相
談
く
だ
さ
い

障
害
者
手
当
な
ど

火
災
警
報
器
を

無
料
で
設
置
し
ま
す

介
護
支
援
を
行
う

嘱
託
職
員
募
り
ま
す

戦
没
者
遺
族
な
ど
に

特
別
弔
慰
金
を
支
給

赤
城
山
の
冬
を
体
験

雪
上
ハ
イ
キ
ン
グ

は
ぐ
く
み
プ
ラ
ン
策
定

健
全
育
成
を
進
め
ま
す

児
童
扶
養
手
当
の
受
給

早
め
に
問
い
合
わ
せ
を

児童館では楽しい催しがいっぱい　　
詳しくは下記へ問い合わせを

日吉☎233-5122
朝倉☎265-1955
大友☎251-1337
下小出☎233-2622
粕川☎285-4000

毎月の行事は、本市ホームページに掲載しています

児童館案内

児
童
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
２
２
４
│
２
５
４
８

し
き
し
ま
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
２
３
３
│
２
１
２
１

お
お
と
も
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
２
５
２
│
３
０
７
７

ひ
ろ
せ
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　

☎
２
６
１
│
０
８
８
０

安全に楽しく練習できます

低所得世帯に灯油購入費を一部補助
　原油高騰に伴う国の基本方針を受け、低所得世帯に緊急特別福祉対策を実施。
生活保護世帯、市町村民税非課税の高齢者世帯、障害者がいる世帯など、一
定要件を満たす場合に灯油購入費を一部補助します。詳しいチラシを毎戸配布
しますのでご覧ください。申請手続きには領収書やレシートが必要です。
○…問い合わせは社会福祉課☎890-6142へ。

ステージ発表（昨年）


